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はじめに 

 

我が国では、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環

境の整備に対して、国、地方公共団体、事業主等、社会を挙げて取り組んでい

くため、平成 15年７月に次世代育成支援対策推進法が成立しました。これ以降、

地方公共団体及び事業主が行動計画を策定し、子育て環境について集中的・計

画的な対策を推進してきたところですが、依然として、少子化は進行し、当初

の目的が十分に達成されたとまでは言えない状況にあります。こうした中、平

成 29 年 12 月に人づくり革命と生産性革命を両輪とする「新しい政策パッケー

ジ」を閣議決定し、幼児教育や高等教育の無償化や待機児童の解消に向けた取

組み等により、子育て世代や子どもたちに対する政策資源を投入することとさ

れました。加えて、同年には、「働き方改革実行計画」の策定により、労働者の

個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会の実現に向けた様々な取組

みについて示されました。 

また、人口減社会を迎えるなか、女性の個性と能力が十分に発揮できる職場

環境の構築を目的として、平成 27年９月に女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（女性活躍推進法）が公布され、働くことを希望する女性が、そ

の希望に応じた働き方を実現できるよう、社会全体として取り組むための法整

備がなされたところです。 

このような状況を踏まえ、町においては、職員が仕事と家庭生活を両立でき

るよう、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画と女性活躍推

進法に基づく特定事業主行動計画を統合した立山町特定事業主行動計画を平成

28年 3月に策定し、職場全体で支援するための施策に取り組んできました。 

 本計画は、これまでの計画の趣旨を継承し、令和２年度から令和６年度を計

画期間として策定します。 

 少子高齢化、人口減少時代の只中にあり、更には国際化、情報化の進展が速

度を増す時代にあっても職員が父親、母親、家族の一員として子育て等家庭生

活を充実させ、職員として社会の変化に対応し、その能力を十分に発揮できる

よう支援するものです。 

 

令和２年３月 
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第１部 次世代を担う子どもたちの健やかな育成に向けて 

 

 

Ⅰ 根拠法令 

 

 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 19 条に基づき、本

計画を定めることとします。 

 

Ⅱ 計画期間 

 

この計画は、令和２年４月１日から令和７年３月 31日までの５年間を計画期

間とします。 

 

 

Ⅲ 推進体制 

 

本計画の変更、同計画の円滑な実施、達成状況の点検等を、各所属長等を構

成員とした「立山町特定事業主行動計画策定・検討委員会」において行うこと

とします。 

 

 

Ⅳ 策定主体 

 

町長 町議会議長 教育委員会 選挙管理委員会 代表監査委員 消防長 

農業委員会 

 

 

Ⅴ 具体的な内容 

 

１．職員の勤務環境に関するもの 

 

（1）妊娠中及び出産後における配慮 

ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている育児休業、特

別休暇等の制度や取得について、周知徹底を図ります。 

 

イ 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図ります。 

 



 - 3 -  

ウ 所属長や周囲の職員は、妊娠中の職員が、本人の希望により必要な

休暇等を取得させることや時間外勤務の縮減に配慮する等、健やかに

子どもを産むことができるよう職場の環境づくりに配意します。 

 

（2）子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進 

ア 父親になることがわかったらできるだけ速やかに所属長へ申出をし、

所属長は父親となる職員に対し、出産予定日のおよそ２週間前に配偶

者の出産等の期間の休暇計画を求め、職場内における応援体制等、業

務の運営への影響を最小限に留めるような体制づくり等に努めるもの

とします。 

 

イ 職場の他の職員は、男性職員の子育て参画を促進するために、育児

休業等の取得やその間の業務の運営等に積極的に協力するものとしま

す。 

 

ウ 所属長は、配偶者の産前産後の期間中に母親の健康維持と育児のた

めの休暇（特別休暇・産前産後養育休暇５日）を取得できるよう配慮

します。 

 

エ 所属長は、配偶者が出産するために病院等に入院にする等の日から

当該出産の日後２週間を経過する日までの期間に５日以上の休暇（特

別休暇・出産補助休暇２日及び年休３日以上）を取得できるよう配慮

します。 

 

◎このような取り組みにより、 

・配偶者の産前産後の期間中における父親の特別休暇（５日間）の取得率

を 

令和６年（度）までに 100％とします。 

・子どもの出生時における父親の特別休暇（２日間）の取得率を 

令和６年（度）までに 100％とします。 

 

（3）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

ア 育児休業及び部分休業制度等の周知 

男性も、配偶者が育児休業をしていても育児休業が取得できること

等の育児休業に関する資料を配布し、制度の周知を図るとともに、育

児休業の取得手続きや経済的な支援等について情報提供を行います。 

 

イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 
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①所属長及び課長は、育児休業及び部分休業の取得の申し出があった

場合、各課において業務分担の見直しを行います。 

②課長会議、課内会議等の場において定期的に育児休業等の制度の趣

旨を徹底させ、職場の意識改革を行います。 

 

ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

育児休業中は、職場から離れているため、職場復帰後の業務遂行に

不安を抱きがちです。そのため、所属長は育児休業中の職員に対して

適宜、連絡を取るとともに、気軽に職場との情報交換ができるような

環境整備に努めます。 

 

（4）時間外勤務の縮減 

ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時

間外勤務の制限の制度の周知 

小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時

間外勤務を制限する制度や、３歳未満の子どものいる職員の時間外勤

務の「免除」制度について周知徹底を図ります。 

   

イ 一斉定時退庁日等の実施 

総務課長は、定時退庁日を（毎週水曜日）を設定し、庁内掲示板や

電子メール等による注意喚起を図るとともに、所属長は定時退庁の率

先垂範を行います。 

 

ウ 事務の簡素合理化の推進 

①所属長は、課内の協力体制の推進、情報化の推進、計画的業務執行、

書類等の簡素化等により、業務処理方法の改善、事務の簡素化に努

め、効率的な事務遂行を図ります。 

②職員は、会議、打合せ等については、庁内掲示板や電子メール等を

活用するほか、会議資料の事前配布により短時間で効率よく行いま

す。 

 

エ 時間外勤務の縮減のための意識啓発 

①所属長及び人事担当課は、課、局ごとの時間外勤務の状況及び時間

外勤務の特に多い職員の状況を把握し、その職員に対しては、健康

管理に注意するよう呼びかけます。また、管理職職員の時間外勤務

に関する認識の徹底を図ります。 

②夜間における時間外勤務は、原則午後８時 30分までとする運用の周

知徹底を図り、職員一人ひとりが、日頃の仕事において時間外勤務
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を縮減するよう意識させます。 

 

（5）休暇の取得の促進 

ア 年次休暇の取得の促進 

①職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図

ります。 

②課長会議、課内会議等の場において、定期的に休暇の取得促進を徹

底させ、職場の意識改革を行います。 

③各課において、３月毎の休暇計画表に基づき、計画に基づいた年次

休暇の取得促進を図り、計画した休暇を積極的に取得できるように

します。 

④職員が安心して年次休暇の取得ができるよう、事務処理においても

相互応援ができる体制を整備します。 

 

イ 連続休暇等の取得の促進 

①月曜日や金曜日と土日を組み合わせた年次休暇の取得を図ります。 

②国民の祝日や特別休暇と組み合わせた年次休暇の取得の促進を図り

ます。 

③子どもの学校行事や PTA 活動に参加するための年次休暇の取得促進

を図ります。 

④職員や家族の誕生日、結婚記念日等のための年次休暇の取得促進を

図ります。 

 

ウ 家族の看護を行う等のための特別休暇の取得促進 

家族の看護特別休暇について、１人につき年５日（中学校就学前の

子ども２人以上の場合は、10 日）であること等を周知するとともに、

その取得を希望する職員に対して、取得しやすい環境の醸成を図りま

す。 

 

◎以上のような取組みを通じて、職員１人あたりの年間 20日の年次休暇の

取得日数割合、 

平成 31年 45％（９日）を令和 5年 70％（14日）へと、25ポイント増

加させます。 

 

（6）人事異動についての配慮 

  ア 職員の家族構成や子育ての状況に応じた人事異動がなされるよう努

めます。 
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   イ 妊娠・出産・育児の予定がある職員は、所属長や人事担当課に早め

の情報提供を行うこととします。 

 

２．その他の次世代育成支援対策に関する事項 

 

（1）子育てバリアフリーの促進 

ア 所属長は、子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるように、親切、

丁寧な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取り組みを推進しま

す。 

 

イ 施設利用者等の利便性を考え、授乳室やベビーベットの設置等を検

討します。 

 

（2）子ども・子育てに関する地域貢献活動 

ア 子どもの体験活動等の支援 

スポーツや文化活動等、地域の子育て活動に役立つ知識や特技を持

つ職員や地域貢献活動に意欲ある職員の積極的な参加を支援します。 

 

イ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民

の自主的な防犯活動や少年非行防止の活動等への職員の積極的な参加

を支援します。 

 

（3）子どもとふれあう機会の充実 

職員は、運動会等のレクリエーション活動が実施される場合には、子

どもを含めた家族全員が参加するよう努めていきます。 

また、家庭教育に関する講座等の情報提供を行い、家庭の教育力向上

を支援します。 
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第２部 女性が個性と能力を十分に発揮できる環境の実現に向けて 

 

Ⅰ 根拠法令 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）

第 19条に基づき、本計画を定めることとします。 

 

Ⅱ 計画期間 

 

この計画は、令和２年４月１日から令和７年３月 31日までの５年間を計画期

間とします。 

 

 

Ⅲ 推進体制 

 

本計画の変更、同計画の円滑な実施、達成状況の点検等を、各所属長等を構

成員とした「立山町特定事業主行動計画策定・検討委員会」において行うこと

とします。 

 

Ⅳ 策定主体 

 

町長 町議会議長 教育委員会 選挙管理委員会 代表監査委員 消防長 

農業委員会 

 

 

Ⅴ 職場における女性の活躍推進に関する具体的な内容 

 

１ 現状の分析及び課題 

     「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主

行動計画の策定等に係る内閣府令」及び「事業主行動計画策定指針」に掲

げる把握すべき事項のうち、下記の事項について現状の把握を行いました。 

 

（1）採用した職員に占める女性職員の割合 

   平成 30年度及び平成 31年度に採用した事務職員について、女性職員の

占める割合について調査しました。その結果、平成 30 年度は 50.0%（採

用８名中、４名が女性職員）、平成 31年度は 40.0%（採用５名中、２名が

女性職員）でした。過去 10 事業年度の平均をみても、50.7%が女性職員
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となっており、採用段階における格差はありませんでした。 

  ⇒事業主行動計画策定指針における判断の目安 

採用した職員に占める女性の割合が４割を下回っている場合、男女

間の格差が大きいと判断することとなっています。 

 

（2）男女の離職率の差異 

    平成 30年度の退職者について、当該年度に在職する職員に対する当該

年度に退職した職員の割合（離職率）の男女の差異について調査しまし

た。その結果、男性職員は 2.3%、女性職員は 12.8%と、男女間における

離職率の差が 10%以上ありました。このことから、女性職員の離職率が高

いことが分かりますが、定年退職となる年齢の男女職員の比率とほぼ比

例しています。また、離職者の年齢（継続勤務年数）区分別の男女別の

割合を調査したところ、年齢が上がるにつれ、女性の割合が高くなるこ

とが分かりました。 

 

（3）職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

   平成 30 年度（平成 30 年４月～平成 31 年３月）における、事務職員の

各月ごとの平均超過勤務時間について調査しました。その結果、4.8時間

（平成 30 年９月）～15.9 時間（平成 30 年５月）となり、男性職員の年

平均超過勤務時間は 11.2時間、女性職員は 7.4時間でした。また、超過

勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数は、

184人のうち 41人と全体の 22.2%でした。 

このことから、全体でみると、超過勤務が恒常化した職場ではないこと

が伺えますが、個人でみると、超過勤務が多い傾向にある職務もあるため、

引き続き、ワークライフバランスの実現に向けた取組を勧めてまいります。 

⇒事業主行動計画策定指針における判断の目安 

超過勤務時間が月平均 45時間を上回っている月がある場合、長時間

労働の課題があると判断することとなっています。 

 

（4）管理職一人当たりの各月ごとの正規の勤務時間を超えて勤務した時間 

    平成 30年度（平成 30年４月～平成 31年３月）における、管理職（事

務職員）の各月ごとの正規の勤務時間を超えて勤務した時間について調

査しました。その結果、管理職 35名のうち、14名が超過勤務を行ってお

り、その平均時間は 14時間でした。 

 

（5）管理職に占める女性職員の割合 

     平成 30 年度及び平成 31 年度の管理職（事務職員のうち課長及び課長

補佐の職員）における女性職員の割合について調査しました。その結果、
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平成 30 年度は 31.6%（管理職 38 名中、12 名が女性職員）、平成 31 年度

は 26.5%（管理職 34 名中、９名が女性職員）となり、管理職への登用段

階において、結果として、男女間の格差があることが分かりました。 

⇒事業主行動計画策定指針における判断の目安 

管理職における女性職員の割合が４割を下回っている又は男性に対

する女性の割合が８割を下回っている場合、男女間の格差が大きいと

判断することとなっています。 

 

（6）各役職段階における女性職員の割合及び伸び率 

    平成 30 年度及び平成 31 年度における各役職段階（課長級、課長補佐

級及び係長級）における女性職員の割合を調査しました。その結果、平

成 30 年度の課長級では 14.3%、課長補佐級 41.7%、係長級 40.7%となり、

平成 31年度の課長級では 23.1%、課長補佐級 28.6%、係長級 42.3%となり

ました。このことから、課長登用段階において、男女間に格差があるこ

とが分かりました。 

    また、各役職段階における女性職員の平成 30 年度から平成 31 年度の

伸び率は、管理職全体で 83.8%、課長級では 161.5%、課長補佐級 68.6%、

係長級 103.8%でした。 

 

（7）男女別の育児休業取得期間 

    平成 29 年度及び平成 30 年度における育児休業の取得期間について調

査しました。その結果、平成 29年度は、４名の女性職員が育児休業を取

得しました。４名のうち、２名は 12月未満、２名は 12月以上 24 月未満

でした。平成 30年度は、７名の女性職員が育児休業を取得しました。７

名のうち、１名は 12 月未満、６名は 24 月未満でした。いずれの年度も

男性の育児休業の取得はありませんでした。 

 

（8）男性職員の出産補助休暇及び産前産後養育休暇の合計取得日数 

    平成 29 年度及び平成 30 年度における男性職員の出産補助休暇及び産

前産後養育休暇の合計取得日数について調査しました。その結果、平成

29年度は、対象職員８名のうち５名が配偶者の出産に伴う休暇を取得し、

その日数は１～２日でした。平成 30年度は、対象職員２名全てが配偶者

の出産に伴う休暇を取得し、その日数は１～２日でした。このことから、

国の目標である「５日以上」の取得には達していないことが分かりまし

た。 

 

（9）男性職員の出産補助休暇及び産前産後養育休暇の取得率 

    平成 26 年度から平成 30 年度の 5 年間における上記特別休暇の取得状
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況について調査しました。出産補助休暇（最大２日）については、44.4%

の職員が取得しており、平均取得期間は 1.7 日でした。一方、産前産後

養育休暇（最大５日）については、その利用がありませんでした。配偶

者の出産に関する休暇については、ほとんどの男性職員が２日以上の休

暇を取得していますが、その多くが年次有給休暇による休暇申請をして

いるため、この特別休暇制度の周知について課題があることが分かりま

した。 

 

 

２ 女性の活躍推進に関する具体的な取組 

    現状分析の結果、１(5)～(9)について、課題があることが分かりました。

これらの現状を克服し、職業生活において男女共に能力を伸ばす中で、より

一層女性がその個性と能力を十分に発揮できる職場環境を実現するために、

課題分析及び具体的な取組について検討しました。 

    

（1）管理職、各役職段階における女性職員の割合に対する取組 

 こうした課題の背景には、女性職員のキャリア形成に対する意欲の向上

を促すことが重要だと考えられます。研修の実施を通じて、女性のキャ

リア形成についての理解を深めることはもちろん、その際、出産、子育

てによる一定の時間制約が、本人にとって不利益とならないような職場

環境や人事制度を整備することも大切であることから、具体的には以下

の事項について取り組みます。 

 

  ア 女性職員のキャリア形成を支援するため、それぞれの持つ能力や強み

を再認識し、それらを活かしたキャリアプランを考える機会とする、女

性職員を対象とした研修の周知を積極的に行います。 

 

  イ 女性職員のキャリアアップを支援するため、子育て期間中等において、

十分習得できなかった実務的な知識やスキルを学ぶことができるよう、

専門研修や短期派遣研修等の職場外研修について、周知徹底を図ります。 

 

  ウ 女性職員が将来管理職として活躍できるよう、若い世代から幅広い分

野での業務経験を増やすような人事異動を実施します。 

 

  エ 若い年代から、結婚、出産、子育てを踏まえたライフプランについて

考えるための機会を提供します。 

 

  オ セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントに代表されるハラス



 - 11 -  

メントの相談窓口を総務課人事係長とします。被害者からの相談はもち

ろんのこと、職員が伸び伸びと活躍できる職場環境を実現するため、管

理職を対象としたハラスメント研修を実施し、職場内での理解を定着さ

せます。 

 

  カ 人事異動に際して、女性職員それぞれの仕事と家庭の状況等を十分考

慮し、可能な範囲で、子育ての状況等に応じた配慮を行います。また、

妊娠、出産、育児の予定のある場合は、異動希望調査等を活用した人事

異動に努めます。 

 

◎以上のような取組みを通じて、管理職に占める女性職員の割合、 

平成 31 年度 26.5％を令和６年度 40.0％へと、13.5 ポイント増加させ

ます。 

 

 

（2）男性の育児休業取得及び出産に伴う特別休暇の周知に対する取組 

    こうした課題の背景には、各種休業休暇制度の周知はもちろん、休業

及び休暇を取得しやすい職場環境の構築も重要です。所属長の理解、同

僚の支援等を得られるような職場を実現するために、以下の事項につい

て取り組みます。 

 

ア 育児休業及び部分休業制度等の周知 

男性も、配偶者が育児休業をしていても育児休業が取得できること

等の育児休業に関する資料を配布し、制度の周知を図るとともに、育

児休業の取得手続きや経済的な支援等について情報提供を行います。

（再掲） 

 

イ 父親になることがわかったらできるだけ速やかに所属長へ申出をし、

所属長は父親となる職員に対し、出産予定日のおよそ２週間前に、配

偶者の出産等の期間の休暇計画を求め、職場内における応援体制等、

業務の運営への影響を最小限に留めるような体制づくり等に努めるも

のとします。（再掲） 

 

ウ 職場の他の職員は、男性職員の子育て参画を促進するために、育児

休業等の取得やその間の業務の運営等に積極的に協力するものとしま

す。（再掲） 

 

エ 所属長は、配偶者の産前産後の期間中に母親の健康維持と育児のた
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めの休暇（特別休暇・産前産後養育休暇５日）を取得できるよう配慮

します。（再掲） 

 

オ 所属長は、配偶者が出産するために病院等に入院にする等の日から

当該出産の日後２週間を経過する日までの期間に５日以上の休暇（特

別休暇・出産補助休暇２日及び年休３日以上）を取得できるよう配慮

します。（再掲） 

 

◎このような取り組みにより、 

・配偶者の産前産後の期間中における父親の特別休暇（５日間）の取得率

を 

令和６年（度）までに 100％とします。 

・子どもの出生時における父親の特別休暇（２日間）の取得率を 

令和６年（度）までに 100％とします。 

 

 

おわりに 

 

 限られた職員で最大の効果を発揮するためには、女性職員の活躍はなくては

ならないものです。直面している人口減少等の課題に立ち向かうためにも、互

いに理解しあい、支えあっていく意識を持ち、本計画が目指す環境実現への取

組みを推進します。 

本計画実施により、職員が「みんなで支え合う」ことの重要性を強く認識し、

その結果、地域社会においても家庭生活、職業生活の円滑かつ継続的な両立が

図られるとともに次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境が

形成されることを期待するものです。 


